
お
知
ら
せ

浄
化
槽
は
保
守
点
検
と
清
掃
の
ほ
か

年
１
回
の
検
査
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た

環
境
保
全
協
会
が
検
査
を
行
い
ま
す

の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問（
公
財
）鹿
児
島
県
環
境
保
全
協
会

☎
０
９
９
‐
２
９
６
‐
９
０
０
０

自
然
を
体
感
で
き
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

や
登
山
な
ど
を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト
を

行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
家
族
や

お
友
達
と
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

自
然
体
感
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

(

肝
付
町
権
現
山)

９
月
26
日
日

月
例
登
山
会
（
辻
岳･

野
首
獄
）

10
月
10
日
日

問
照
葉
樹
の
森
管
理
事
務
所

☎
０
８
０
‐
６
４
１
７
‐
６
５
１
８

新
製
品
や
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
な
ど

経
営
革
新
に
取
り
組
む
中
小
企
業
を

応
援
す
る
資
金
で
す
。
詳
細
は
中
小

企
業
支
援
課
へ
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

資
金
用
途　
　

❶
独
自
の
技
術･

特
許
等
を
生
か
し

て
事
業
展
開
し
よ
う
と
す
る
と
き

❷
経
営
革
新
計
画
の
承
認
を
受
け
て

事
業
展
開
し
よ
う
と
す
る
と
き

融
資
限
度
額　

運
転
資
金･

設
備
資

９/21火まで意見を募集します
農業振興地域整備計画書変更案の縦覧

　農業振興地域整備計画とは、「農業振興地域の整
備に関する法律」に基づき、優良な農地を確保・
保全するととに、農業振興のための各種施設を計
画的かつ集中的に実施するために市町村が定める
総合的な農業の計画です。
　錦江町では農業を取り巻く社会情勢が変化した
ことに対応するため、農業振興地域整備計画の見
直しを進め変更案をまとめました。
　この変更案に対して意見があるときは縦覧期間
満了の日までに、町に意見書を提出するこ
とができます。また、農用地区域内に
ある土地所有者または土地に関し権
利を有する人は、計画案に対し異議
申出書を提出することができます。

意見の提出 錦江町Ｈ
ホームページ

Ｐでも掲載しています

公募の日程 ※町内に住所を有する事業者が対象

令和４年３月で指定期間が満了となる錦江町物産館
にしきの里を管理運営する法人や団体と、売店コー
ナーの利用を希望する事業者を募集します。指定管
理期間は５年間で、申請は 10月６日水までです。

指定管理と貸付の期間
５年間（令和４年４月１日～令和９年３月 31日）

指定管理委託する場所▶
休憩施設、トイレ、東屋、
駐車場、駐輪場

貸し付ける場所▶
売店コーナー、事務室など

指定管理と貸付の期間・場所

問役場田代支所 観光交流課 ☎ 28-2488

縦覧期間▶

異
・ ・

議の申出期間▶

８月23日月～９月21日火まで

９月22日水～ 10月６日水まで

縦覧場所▶錦江町役場 産業振興課 / 田代支所 
産業建設課 / 錦江町ホームページ

意見の提出方法
所定の様式に住所・氏名・連絡先・意見を記入
して提出してください。

持参▶本庁 産業振興課、支所 産業建設課
郵送▶〒 893-2392 錦江町城元 963 番地
　　　（錦江町役場 産業振興課　宛）
FAX ▶ 0994-22-1951
メール▶ seisan@town.kinko.lg.jp

問産業振興課☎ 22-3034/ 問産業建設課☎ 25-2511

8:30 ～ 17:15 まで（土・日・祝日を除く）

意見の提出期限▶９月21日火まで

問
錦
江
町
役
場
政
策
企
画
課

☎
０
９
９
４
‐
22
‐
３
０
３
２

訓
練
内
容　

パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作

や
写
真
加
工
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作

成
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
の
習
得
な
ど
。

訓
練
場
所　

鹿
屋
パ
ソ
コ
ン
ス
ク
ー

ル
（
鹿
屋
市
大
浦
町
）

定
員　

８
名
（
応
募
者
が
少
な
い
場

合
は
実
施
し
ま
せ
ん
）

訓
練
期
間　

３
か
月
間

（
11
月
９
日
～
令
和
４
年
２
月
８
日
）

応
募
資
格　

障
害
の
あ
る
方
で
早
期

就
職
や
再
就
職
を
目
指
す
方

応
募
期
間　

８
月
２
日
～
９
月
28
日

問
県
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

☎
０
９
９
６
‐
44
‐
２
２
０
６

児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル｢

１い
ち
は
や
く

８
９｣

へ
か
け
る
と
、
居
住
地
域

の
児
童
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

「
児
童
虐
待
か
も
」
と
思
っ
た
ら
、

い
ち
早
く
お
電
話
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間　

３
６
５
日
、

24
時
間
対
応
し
ま
す

電
話
番
号
　
１
８
９

通
話
料
　
無
料

※
連
絡
は
匿
名
で
も
可
能
で
す

問
大
隅
児
童
相
談
所

☎
０
９
９
４
‐
43
‐
７
０
１
１

（
土
日
祝
除
く
９
時
～
17
時
ま
で
）

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
は
外
見
か
ら
援
助
な

ど
が
必
要
な
こ
と
が
分
か
ら
な
い

方
が
、
周
り
の
人
に
支
援
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
、

障
害
の
特
性
に
応
じ

た
支
援
を
受
け
や
す

く
す
る
た
め
の
マ
ー
ク
で

す
。
現
在
、
ス
ト
ラ
ッ
プ
型
の
ヘ

ル
プ
マ
ー
ク
と
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
の
２
種

類
を
配
布
し
て
い
ま
す
。
配
布
の
対
象

者
は
、
外
見
か
ら
援
助
が
必
要
な
こ
と

が
分
か
ら
な
い
方
で
す
。

配
布
窓
口
　
各
市
町
村
、
県
障
害
者
支

援
室
（
郵
送
に
よ
る
配
布
も
可
能
）、

各
地
域
振
興
局･

支
庁･

事
務
所
、ハ
ー

ト
ピ
ア
か
ご
し
ま
。

◉
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド

を
持
っ
て
い
る
方
が
困
っ
て
い
る
よ

う
な
と
き
は
、｢

ど
う
し
ま
し
た
か｣

と
声
を
か
け
る
な
ど
手
助
け
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
県
庁
障
害
福
祉
課
障
害
者
支
援
室

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
４
６

総
務
省
統
計
局
（
鹿
児
島
県
）
で
は
、

令
和
３
年
社
会
生
活
基
本
調
査
を
実

施
し
ま
す
の
で
調
査
の
目
的
を
ご
確

認
い
た
だ
き
回
答
を
お
願
し
ま
す
。

調
査
員
が
10
月
上
旬
か
ら
調
査
対
象

世
帯
へ
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
。

問
鹿
児
島
県
総
合
政
策
部
統
計
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
４
８
２

児
童
虐
待
と
思
っ
た
ら
１
８
９

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら

照
葉
樹
の
森
イ
ベ
ン
ト
案
内

新
事
業
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金

募集要項などは観光交流課で受け取るか、錦江町ホーム
ページからダウンロードしてください。申請書は期限内
（9/27 ～ 10/6 まで）に観光交流課へ持参してください。

［選定方法］ 公募型プロポーザル（企画提案型）

募集要項の配布・質問受付９/10金～９/23 木
申請書の受付期間９/27月～10/６水

５年間の指定管理者を募集
錦江町物産館「にしきの里」

伐採後の再造林や拡大造林を進めるこ
とで森林資源を循環させ、森林が持つ
多面的・公益的機能を持続させること
で、林業の成長産業化と地球温暖化防
止につなげることを目的に創設。財源
は森林環境譲与税を活用し、1ha 当
たりの二酸化炭素吸収量を基に再造
林・拡大造林面積に応じて交付します。

保安林などを除く森林を伐採する場合
は、伐採する 90日から 30日前まで
に森林がある市町村に「伐採及び伐採
後の造林の届出書」を、伐採後は状況
報告書を提出しなければなりません。

※令和の森林づくり交付金は国の森林環境整
備事業（造林補助金）とは別に交付されます。

1ha 当たりの二酸化炭素吸収量は針葉樹が
11tco2、広葉樹が 3tco2 で算出しています。

スギやヒノキなどの針葉樹

110,000 円 /1ha

シイやカシなどの広葉樹

30,000 円 /1ha

役場本庁 産業振興課 ☎ 22-3034
役場支所 産業建設課 ☎ 25-2511

人工造林の状況報告

天然更新の状況報告

伐採の翌年度から２年
以内に行い、造林完了
後 30日以内に報告。

伐採の翌年度から５年
以内に行い、更新完了
後 30日以内に報告。

転用は伐採後 30日以内に報告が必要

※伐採届や状況報告書を提出しなかった
場合は森林法違反となります。

2森林環境譲与税を活用して創設

錦江町令和の森林づくり交付金

1森林を伐採するときは届出が必要

伐採の届出は 30日前までに

森・・・・・林管理者へお知らせです 合併処理浄化槽
基本検査

４年に１回
5,000 円
採水員検査 ４年に３回
3,000 円 （当面は４年に１回）

単独処理浄化槽
ガイドライン検査

４年に１回
4,000 円
採水員検査 ４年に３回
3,000 円 （当面は４年に１回）

浄
化
槽
の
法
定
検
査
は
義
務

金
５
，
０
０
０
万
円

融
資
期
間　

運
転
資
金
７
年
以
内
、

設
備
資
金
10
年
以
内

融
資
利
率　

1.7
％
～
2.3
％

問
鹿
児
島
県
中
小
企
業
支
援
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
９
４
６

日
本
語
や
日
本
の
生
活
習
慣
の
学
習

を
必
要
と
し
て
い
る
外
国
人
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
方
法
を
実
践
的
に
学
ぶ

講
座
を
開
催
し
ま
す
。
参
加
を
希
望

さ
れ
る
方
は
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

日
時
（
全
６
回
の
講
座
を
開
催
）

11
月
28
日
～
令
和
４
年
１
月
30
日

す
べ
て
13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所　

末
吉
中
央
公
民
館（
曽
於
市
）

日
本
語
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

障
害
者
委
託
訓
練
生
を
募
集

令
和
３
年
社
会
生
活
基
本
調
査
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